
９

議第74号議
第
刈
号
滋
賀
県
薬
事
審
議
会
設
置
条
例
の

滋賀県薬事審議会設置条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成21年２月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県薬事審議会設置条例の一部を改正する条例

滋賀県薬事審議会設置条例（昭和34年滋賀県条例第７号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第４条」を「第３条第１項」に改める。

付則

この条例は、公布の日から施行する。
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議第75号

議
第
祀
号
滋
賀
県
食
品
衛
生
基
準
条
例
の

滋賀県食品衛生基準条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成21年２月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県食品衛生基準条例の一部を改正する条例

滋賀県食品衛生基準条例（平成12年滋賀県条例第54号）の一部をl次のように改正する。

第1条中「第50条第２項」の右に「（法第62条第１項において準用する場合を含む。第３条第

１項において同じ。）」を加える。

第２条第１項中「行う営業」の右に「であって、別表第３第２の１の項から３の項までに掲げ

る業種であるもの」を加え、同条第２項中「営業を」を「営業であって、飲食店営業、喫茶店営

業、乳類販売業または氷雪製造業であるものを」に改め、同条第３項中「行う営業」の右に「で

あって、別表第５第２の１の項および２の項に掲げる業種であるもの」を加える。

第４条第１項を次のように改める。

法第51条に規定する基準は、次の各号に掲げる営業の区分に応じ当該各号に定めるとおりと

する。

（１）次号から第４号までに掲げる営業以外の営業別表第２に定める基準

（２）自動車営業別表第３に定める基準

（３）自動販売機営業別表第４に定める基準

（４）特定簡易営業別表第５に定める基準

第４条第２項を削り、同条第３項中「に定めるもののほか」を「の規定にかかわらず」に改め、

「共通基準または業種別基準によりがたい施設であって」を削り、「共通基準または業種別基準

の」を「前項の基準の」に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項中「共通基準および業種別

基準」を「第１項の基準」に改め、同項を同条第３項とする。

別表第１および別表第２を次のように改める。

別表第１（第３条関係）

第１食品および添加物（以下「食品等」という６）を取り扱う営業に係る基準

１一般事項

（１）日常点検を含む衛生管理を計画的に実施すること。

（２）営業施設、設備および器具について、これらの構造および材質ならびに取り扱う食品等

の特性を考慮し、適切な清掃、洗浄、消毒および殺菌の方法を定めること、ならびにそれ

部
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議
第
祀
号

らを記載した手順書の作成に努めること。

（３）営業施設、設備、人的体制等に応じた食品等の取扱いを行い、適切な受注管理を行うこ

と。

２営業施設等の衛生管理

（１）営業施設およびその周辺は、定期的に清掃し、常に整理整とんに努め、衛生上支障がな

いよう清潔に保つこと。

（２）作業場（食品等を製造し、加工し、調理し、または貯蔵する場所をいう。以下同じ。）

には、不必要な物品を置き、および動物を入れないこと。

（３）作業場の天井、内壁および床は、常に清潔に保つこと。

（４）作業場の採光、照明、換気および通風は、十分に行うこと。

（５）作業場の窓および出入口は、開放しないこと。ただし、ほこりおよびねずみ族、昆虫等

の侵入を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。

（６）営業施設およびその周囲の排水溝は、排水がよく行われるよう清掃および補修を行うこ

と。

（７）便所は、定期的に清掃および消毒を行い、常に清潔に保つこと。

３設備、器具等の衛生管理

（１）洗浄設備は、常に清潔に保つこと。

（２）手洗設備は、消毒剤を常に使用することができるようにしておく等手指の洗浄が適切に

できる状態にしておくこと。

（３）器具は、それぞれの使用区分に従って使用すること。

（４）器具および分解した器具の部品は、洗浄および消毒を行い、所定の場所に衛生的に保管

すること。

（５）器具は、故障または破損がある場合は、速やかに修理し、常に適正に使用することがで

きるよう整備しておくこと。

（６）器具および分解した器具の部品の洗浄または消毒に洗浄剤または消毒剤を使用する場合

は、適正な洗浄剤または消毒剤を適正な濃度および方法で使用すること。

（７）食品等を入れる器具および容器包装として、食品等を汚染および損傷から保護すること

ができるものを使用すること．、ならびに当該器具および容器包装が再使用が可能なもので

ある場合は、洗浄および消毒が容易なものを使用すること。

（８）温度計、圧力計その他の計器および滅菌、殺菌、除菌または浄水に用いる装置は、定期

的に点検すること、ならびにその結果の記録に努めること。

（９）ふきん、包丁、まな板、保護防具等は、熱湯、蒸気、消毒剤等で消毒し、乾燥させ保管

すること、およびこれらのうち食品等に直接触れるものについては、汚染の都度消毒を十

分に行うこと。

（、洗浄剤、殺虫剤、消毒剤等は、必要に応じて容器に内容物の名称を表示する等その取扱

滋
賀
県
食
品
衛
生
基
準
条
例
の

部
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いに十分注意し、食品等への混入を防止すること。

（１，清掃用具は、必要に応じて洗浄し、乾燥させ、衛生上支障がない専用の場所に保管する

こと。

４ねずみ族、昆虫等への対策

（１）営業施設およびその周囲についてねずみ族、昆虫等の繁殖場所を排除し、窓、ドア、吸

排気口等の網戸、排水溝のふた等を設置する等、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する措置

を講ずること。

（２）ねずみ族、昆虫等の生息状況を定期的に調査し、その発生を認めた場合は、直ちに駆除

作業を実施すること、およびそれらの結果の記録を１年間保存すること。

（３）駆除作業に殺そ剤または殺虫剤を使用する場合は、食品等、器具および容器包装を汚染

しないようその取扱いに十分注意し、適正な殺そ剤または殺虫剤を適正な方法で使用する

こと。

（４）原材料、製品および容器包装を保管する場合は、ねずみ族、昆虫等による汚染を防止す

る措置を講ずること。

５廃棄物および排水の取扱い

（１）廃棄物の保管および処理の方法を定めること、ならびにそれらを定めた手順書の作成に

努めること。

（２）廃棄物の容器は、それ以外の容器と明確に区別することができるようにし、汚液および

汚臭の漏れないよう常に清潔に保つこと。

（３）廃棄物は、衛生上支障がない場所に適切に保管すること。

（４）廃棄物および排水は、適正に処理すること。

６食品等の取扱い

（１）原材料の仕入れに当たっては、品質、鮮度、包装状態、表示等について点検すること、

ならびにそれらの結果および当該原材料の購入先の記録に努めること。

（２）原材料は、当該原材料に適した状態および方法で衛生的に保存し、必要に応じて前処理

を行った後、製造、加工および調理（以下「製造等」という。）に供すること。

（３）食品等は、相互汚染が生じない方法で保存すること。

（４）添加物は、正確に計量し、適正に使用すること。

（５）食品等は、製造、加工、調理、貯蔵、運搬および販売の各過程において、温度および時

間の管理に十分注意するほか、当該食品等の特性に応じて衛生的に取り扱うこと、ならび

にそれらの各過程における取扱いの記録に努めること。

（６）必要に応じて、製品の特性、製造および加工の手順、原材料等について記載した製品説

明書を作成し、保存すること。

（７）原材料、製品および容器包装は、ロット（－の期間内に一連の工程により均質性を有す

るように作られた物の一群をいう。以下同じ。）ごとに管理し、適切な順序で使用するこ
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と、およびそれらの結果の記録に努めること。

（８）食品等の製造等に当たっては、次に掲げる事項を行うこと。

ア食品等への異物の混入を防止する措置を講じ、必要に応じて異物の混入の有無につい

て検査すること。

イ原材料として使用していない特定原材料等（法第19条第１項の規定に基づき厚生労働

大臣が定める基準に規定する特定原材料およびこれに準ずるものとして厚生労働大臣が

定める原材料をいう。）の製造等の工程における混入を防止する措置を講ずること。

ウ生食用食品を調理する場合は、専用の包丁およびゴム製または合成樹脂製の専用のま

な板を使用し、衛生的に取り扱うこと。

エ冷凍された原材料を解凍する場合は、専用の場所または容器で行うこと。

オ食肉処理を行う場合は、異物の混入の有無について確認し、その混入を認めたときは、

当該異物が認められた部分および汚染の可能性がある部分を廃棄すること。

（９）原材料および製品について、法第11条第１項の規定に基づく規格および基準等への適合

性の検査を年１回以上行うこと、ならびにその結果の記録に努めること。

（、製品に表示する消費期限または賞味期限を科学的かつ合理的に設定したことを示す書類

の作成に努めること。

（１，飲食店営業のうち仕出し屋、弁当屋および給食（以下「仕出し屋等」という。）ならび

に旅館の営業にあっては、提供数に応じて検査のための原材料および製品を48時間以上保

存すること。

⑫製品の出荷および販売に当たっては、包装状態、表示等について点検すること、ならび

にそれろの結果ならびに当該製品の出荷先および出荷量の記録に努めること。

（13）仕出し屋等であって製品を出荷する場合は、摂取する予定の時間を考慮し、適切な時間

に出荷すること。

（14）製品が添加物である場合は、ロットを識別することができる番号を製品に記載するよう

努めること。

⑮製品について、健康被害を防止するために必要な情報を消費者に対し提供するよう努め

ること。

７使用する水等の管理

（１）営業施設で使用する水は、飲用に適する水であること。ただし、飲用に適する水への混

入を防止する措置を講じた上で、食品等の衛生に影響を及ぼさない用途に使用する水は、

この限りでない。

（２）食品等の製造等に水道法（昭和32年法律第１７７号）第３条第１項に規定する水道により

供給される水（以下「水道水」という。）以外の水を使用する場合は、年１回以上水質検

査を行い、当該水質検査の成績書を１年間（製造等を行う食品等の賞味期限が１年を超え

る期間である場合は、当該期間）保存すること。
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（３）水質検査の結果、飲用に適さない水であることが判明したときは、直ちに使用を中止し、

知事に報告してその指示に従うこと。

（４）貯水槽を使用する場合は、定期的に清掃し、清潔に保つこと。

（５）食品等の製造等に水道水以外の水を使用する場合で殺菌装置または浄水装置を設置した

ときは、これらの装置を定期的に点検すること、およびその結果の記録に努めること。

８食品等の回収

（１）食品等の衛生上の問題に起因する健康被害が発生し、またはそのおそれがある場合は、

保健所長に速やかに報告し、当該食品等を回収するよう努めること。

（２）前号の規定による食品等の回収に着手したときおよび回収を終了したときは、速やかに

知事に報告するよう努めること。

、（３）第１号の規定による食品等の回収に着手したときは、消費者に対し注意を喚起するため、

当該回収に関する情報を速やかに公表するよう努めること。

（４）第１号の規定による食品等の回収を迅速かつ適切に行うため、食品等の回収の方法なら

びに出荷先その他の関係者への連絡および知事への報告の手順を定め、それらを記載した

書類の作成に努めることb

（５）第１号の規定により回収した食品等については、廃棄その他の必要な措置を迅速かつ適

切に講ずること。

第２法第51条に規定する営業に係る基準

１管理運営要領

（１）営業施設を衛生的に管理し、および運営するための基本となる事項（以下「管理運営要

領」という。）を定め、その内容について食品等の製造等に従事する者（以下「食品製造

従事者」という。）その他の関係者に周知すること。

（２）必要に応じて管理運営要領の内容を見直すよう努めること。

２食品衛生責任者の設置

（１）営業施設には、食品等の製造等を衛生的に管理させるため、食品衛生責任者を置くこと。

ただし、法第48条第１項の規定により食品衛生管理者が置かれている施設および同項ただ

し書の規定により管理されている施設については、この限りでない。

（２）食品衛生責任者は、食品製造従事者であって、次のいずれかに該当するものであること。

ア法第48条第６項各号に規定する者

イ栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者または船舶料理士

ウ知事が指定する食品衛生責任者の養成のための講習またはこれと同等以上と認められ

る講習を修了した者

（３）食品衛生責任者は、食品衛生上の危害の発生の防止のため、営業施設の衛生管理の方法

その他の食品衛生に関する事項につき、必要な注意をすること、および営業者に対し必要

な意見を述べるよう努めること。
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（４）営業者は、前号の規定による食品衛生責任者の意見を尊重すること｡～

（５）食品衛生責任者は、食品衛生に関し、知事が行う講習または知事が適当と認める講習を

定期的に受講し、新しい知見の習得に努めること。

３食品製造従事者等の衛生管理

（１）食品衛生上必要な健康状態を把握するために、定期的に食品製造従事者に健康診断を受

けさせるよう努めること。

（２）知事から検便を受けるべき旨の指示があったときは、食品製造従事者に検便を受けさせ

ること。

（３）食品製造従事者は、下痢、腹痛、吐き気その他食品を介した感染の原因となる症状を呈

しているときは、直ちに営業者、食品衛生管理者または食品衛生責任者（以下「営業者等」

という。）に報告すること。

（４）前号の報告を受けた営業者等は、当該報告を行った食品製造従事者を食品等の製造等に

従事させないようにし、および当該食品製造従事者に医師の診断を受けさせること。

（５）食品製造従事者に対し、食品等の衛生的な取扱いの方法その他の食品衛生上必要な知識

に関する教育を行うこと。

（６）食品製造従事者は、作業場内では、衛生的な作業着および帽子を着用し、ならびに作業

場専用の衛生的な履物を用いること。

（７）食品製造従事者は、常に手指を清潔に保つこと。

（８）食品製造従事者は、作業場外の所定の場所以外の場所において、着替え、喫煙、食事そ

の他の食品衛生上支障が生じるおそれがある行為をしないこと。

（９）食品製造従事者以外の者が作業場に立ち入る場合は、作業場外の所定の場所で作業場専

用の衛生的な衣服に着替えさせ、前３号に掲げる事項を遵守させること。

第３食品等を運搬する営業に係る基準

１食品等を運搬する車両、コンテナ等は、定期的に清掃し、衛生上支障がないよう清潔に保

つこと。

２食品等と食品等を汚染するおそれがある物品等を混載する場合は、当該物品等からの汚染

を防止する措置を講ずること。

３運搬中の食品等は、直射日光から遮断し、衛生上支障がない温度および湿度に保ち、なら

びにほこり、排気ガス等による汚染を防止すること。

４食品等の運搬に要する時間が必要以上に長時間に及ばないようにすること。

第４器具および容器包装ならびに法第62条第１項に規定するおもちゃを製造し、輸入し、また

は販売する営業に係る基準

第１の８の項に定める基準を準用する。

別表第２（第４条関係）

第１共通基準（すべての業種に適用する基準をいう。以下同じ。）
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１営業施設は、そのための専用施設とし、かつ、住居その他営業施設以外の場所と適当な方

法で区画すること。

２営業施設は、清潔な場所に位置すること。ただし、衛生上必要な措置が講じられている場

合は、この限りでない。

３営業施設は、食品取扱量に応じ、必要な広さを有すること。

４営業施設には、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。

５作業場には、換気を十分に行うことができる設備を設けること。

６作業場の天井等は、清掃しやすく、かつ、ほこりが落下しない構造であること。

７作業場の内壁は、清掃しやすい構造であって、かつ、水を使用する場所にあっては、床か

らおおむね1.2メートルまでの部分は耐水』性材料のものであること。

８作業場の床は、耐水性材料のもので、清掃しやすい構造であって、かつ、水を使用する場

所にあっては、良好に排水することができる構造であること。

９作業場には、原材料、食品、器具および容器を洗浄するのに十分な大きさの洗浄設備を設

けること。ただし、包装された食品の販売のみを行う場合等原材料、食品、器具および容器

の洗浄を必要としない場合は、この限りでない。

１０作業場の排水溝は、耐水`性材料のものであって、かつ、清掃しやすい構造であること。

１１作業場には、明るさを十分に確保することができる設備を設けること。

１２作業場（作業場を有しない営業施設にあっては、当該営業施設）には、流水式で手指の消

毒剤を備えた手洗い専用の設備を設けること。

１３作業場には、器具を衛生的に保管することができる設備を設けることｄ

１４作業場には、飲用に適する水を豊富に供給することができる設備を設けること。

１５冷蔵もしくは冷凍を行う設備または殺菌のための加熱もしくは加圧を行う設備には、温度

計、圧力計その他必要な計器が見やすい位置に設置されていること。

１６営業施設には、＋分な容量およびふたを有し、かつ、汚液および汚臭の漏れない構造の廃

棄物の容器で、容易に洗浄することができるものを備えること。

１７営業施設には、添加物を取り扱う場合には、専用の保管設備を設け、計量器を備えること。

１８便所は、作業場の清潔保持に影響を与えない構造であって、かつ、流水式で手指の消毒剤

を備えた手洗設備を備えること。

第２業種別基準（業種ごとに適用する基準をいう。以下同じ。）

ｌ飲食店営業

（１）営業施設には、原材料置場および調理場ならびに必要に応じて下処理場を設けるほか、

仕出し屋にあっては放冷場、弁当屋にあっては放冷場および包装場を設けること。

（２）原材料置場、調理場および下処理場は、客席と区画すること。

（３）調理場には、食品を保存するのに十分な大きさの冷蔵設備を設けること。

（４）調理場には、洗浄のための給湯設備を設けること。
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（５）第１の９の項の洗浄設備は、流しが２槽以上となること。ただし、器具を自動的に洗浄

する設備を設ける場合、または加熱等のみを行う場合で衛生上支障がないと認められると

きは、この限りでない。

（６）下処理場には、下処理用流しを設けること。

（７）放冷場には、放冷設備を設けること。

２喫茶店営業

（１）営業施設には、原材料置場および調理場を設けること。

（２）原材料置場および調理場は、客席と区画すること。

（３）調理場には、食品を保存するのに十分な大きさの冷蔵設備を設けること。

（４）調理場には、洗浄のための給湯設備を設けること。

３菓子製造業

（１）営業施設には、原材料置場、製造場および製品置場ならびに必要に応じて下処理場を設

けること。

（２）営業施設には、取扱品目に応じて冷蔵設備を設けること。

（３）製造場には、取扱品目に応じて発酵設備、殺菌設備、冷却設備および包装設備を設ける

こと。

４あん類製造業

（１）営業施設には、原材料置場、製造場および製品置場を設けること。

（２）製造場には、取扱品目に応じて浸豆槽、煮がま、製あん機、さらし用水槽、圧搾機およ

び包装設備を設けること。

（３）製品置場には、冷蔵設備を設けること。

（４）シアン化合物を含有する豆類を使用する場合にあっては、原材料置場に専用の保管設備

を設けること。

５アイスクリーム類製造業

（１）営業施設には、原材料置場、製造場および製品置場を設けること。

（２）製造場には、殺菌器、分注機および凍結設備ならびに取扱品目に応じて混合機、ろ過器、

打栓機および包装設備を設けること。

（３）製品置場には、冷凍設備を設けること。ただし、ソフトクリームサーバー機のみを用い

て製造する場合は、この限りでない。

６乳処理業

（１）営業施設には、原材料置場、製造場および製品置場を設けること。

（２）製造場には、受乳槽、ろ過器、自記温度計を備えた殺菌器、冷却設備、自動充てん機お

よび自動打栓機または自動密封設備を設けること。

（３）製品置場には、冷蔵設備を設けること。

（４）送乳用パイプは、洗浄および消毒が容易にできるものであること。
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７特別牛乳搾取処理業

（１）搾取場

ア搾取場には、牛舎、搾乳室、器具取扱室、飼料取扱室、飼料調理室、隔離室および産

室を設け、そのそれぞれに給水設備および洗浄設備を設けること。

イ器具取扱室には、蒸気による消毒設備またはこれと同等以上の能力を有する消毒設備

を設けること。

ウ牛舎は、牛１頭ごとに区画し、前方に適当な保定設備を設けること。

エ屋根を備えた汚物だめ、汚物の焼却設備および密閉することができる汚水だめを設け

ること。

（２）処理場

ア処理場には、原材料置場、製造場および製品置場を設けること。

イ製造場には、受乳槽、ろ過器、自記温度計を備えた殺菌器、冷却設備、自動充てん機

および自動打栓機または自動密封設備ならびに取扱品目に応じて洗瓶機を設けること。

ウ製品置場には、冷蔵設備を設けること。

エ送乳用パイプは、洗浄および消毒が容易にできるものであること。

８乳製品製造業

（１）営業施設には、原材料置場、製造場および製品置場を設けること。

（２）製造場には、取扱品目に応じて受乳槽、ろ過器、混合機、自記温度計を備えた殺菌器、

発酵設備、冷却設備、自動充てん機、自動打栓機または自動密封設備および包装設備を設

けること。

（３）製品置場には、冷蔵設備を設けること。

（４）送乳用パイプは、洗浄および消毒が容易にできるものであること。

９集乳業

（１）営業施設には、受乳場および乳取扱場を設けること。

（２）乳取扱場には、冷蔵設備を設けること。

（３）送乳用パイプは、洗浄および消毒が容易にできるものであること。

１０乳類販売業

（１）営業施設には、販売場および取扱品目に応じて空瓶置場を設けること。

（２）販売場には、冷蔵設備を設けること。ただし、常温保存可能品のみを取り扱う場合は、

この限りでない。

１１食肉処理業

（１）営業施設には、食肉置場、処理場および製品置場を設けるほか、生きた鳥獣を取り扱う

場合には、荷置場を設けること。

（２）処理場には、鳥獣のとさつ、放血、脱毛等の処理を行う場合には、とさつ処理室を設け

ること。
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（３）処理場には、包装を行う場合には、包装設備を設けること。

（４）食肉置場および製品置場には、冷蔵設備を設けること。

（５）処理場には、取扱品目に応じて羽毛、獣皮、骨等を衛生的に保管することができる設備

を設けること。

（６）とさつ処理室には、血液だめを設けること。

１２食肉販売業

（１）営業施設には、食肉置場および販売場を設けるほか、食肉処理を行う場合には、処理場

を設けること。

（２）食肉置場および販売場には、冷蔵設備および取扱品目に応じて冷凍設備を設けること。

１３食肉製品製造業

（１）営業施設には、原材料置場、製造場および製品置場ならびに取扱品目に応じて下処理場

を設けること。

（２）原材料置場および製品置場には、取扱品目に応じて冷蔵設備を設けること。

（３）製造場には、包装設備ならびに取扱品目に応じて漬込槽、くん煙設備、乾燥設備、殺菌

器、中心部測定温度計および冷却設備を設けること。

１４魚介類販売業

（１）営業施設には、販売場ならびに必要に応じて下処理場、生食用魚介類取扱場および空箱

置場を設けること。

（２）販売場には、取扱品目に応じて冷蔵設備または冷凍設備を設けること。

１５魚介類せり売営業

（１）営業施設には、荷卸場、せり場、処理場および一時保管場所を設けること。

（２）営業施設には、冷蔵設備および取扱品目に応じて冷凍設備を設けること。

（３）せり場には、必要に応じて、魚介類が直接床面に接することを防止するための耐水性の

すのこ、敷板等の設備を設けること。

１６魚肉ねり製品製造業

（１）営業施設には、原材料置場、製造場および製品置場ならびに取扱品目に応じて下処理場

を設けること。

（２）原材料置場および製品置場には、冷蔵設備および取扱品目に応じて冷凍設備を設けるこ

と。

（３）製造場には、殺菌器、中心部測定温度計および冷却設備ならびに取扱品目に応じてらい

かい機および包装設備を設けること。

１７食品の冷凍または冷蔵業

（１）食品の冷凍業

営業施設には、荷扱場および冷凍室を設けること。

（２）冷凍食品の製造業

□
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ア営業施設には、原材料置場、製造場および製品置場ならびに取扱品目に応じて下処理

場を設けること。

イ製造場には、包装設備および冷凍設備ならびに取扱品目に応じて殺菌器および冷却設

備を設けること。

ウ製品置場には、冷凍設備を設けること。

（３）食品の冷蔵業

営業施設にはｗ荷扱場および冷蔵室を設けること。

１８食品の放射線照射業

（１）営業施設には、照射室、制御室ならびに独立した未照射食品倉庫および照射食品倉庫を

設けること。

（２）営業施設には、照射食品を検査するために必要な設備を設けること。

（３）照射室には、食品に所定の放射線量を確実に照射することができるJ性能を有する照射装

置で、清掃しやすく、かつ、機械油等によって食品を汚染することのない構造のものを設

けること。

（４）未照射食品倉庫および照射食品倉庫には、搬入口および搬出口をそれぞれ設けること。

１９清涼飲料水製造業

（１）営業施設には、原材料置場、製造場および製品置場を設けること。

（２）営業施設には、取扱品目に応じて冷蔵設備を設けること。

（３）製造場には、自記温度計を備えた殺菌器または細菌ろ過器ならびに取扱品目に応じてろ

過器および冷却設備を設けること。

（４）製造場には、取扱品目に応じて充てん機および打栓機または密封設備を設けること。た

だし、殺菌または除菌した後充てんする場合は、自動充てん機および自動打栓機または自

動密封設備を設けること。

２０乳酸菌飲料製造業

（１）営業施設には、原材料置場、製造場および製品置場を設けること。

（２）営業施設には、取扱品目に応じて冷蔵設備を設けること。

（３）製造場には、自記温度計を備えた殺菌器、発酵設備、冷却設備､自動充てん機および自

動打栓機または自動密封設備ならびに取扱品目に応じて受乳槽およびろ過器を設けること。

（４）送乳用パイプは、洗浄および消毒が容易にできるものであること。

２１氷雪製造業

（１）営業施設には、製氷室および貯氷室を設けること。

（２）製氷室には、ふたを有する凍結槽、エアパイプおよびブライン受けを設けること。

２２氷雪販売業

営業施設には、販売場および製品置場を設けること。

２３食用油脂製造業

議
第
祀
号
滋
賀
県
食
品
衛
生
基
準
条
例
の

部
を
改
正
す
る
条
例
案



１０８

議
第
市
号
滋
賀
県
食
品
衛
生
基
準
条
例
の

（'）営業施設には、原材料置場、製造場および製品置場を設けること。

（２）製造場には、充てん機ならびに取扱品目に応じて前処理設備、搾油設備、精製設備、殺

菌器および打栓機を設けること。

２４マーガリンまたはショートニング製造業

（１）営業施設には、原材料置場、製造場および製品置場を設けること。

（２）営業施設には、取扱品目に応じて冷蔵設備を設けること。

（３）製造場には、包装設備ならびに取扱品目に応じて溶解槽、殺菌器、冷却設備および充て

ん機を設けること。

（４）送油用パイプは、洗浄および消毒が容易にできるものであること。

２５みそ製造業

（１）営業施設には、原材料置場、製造場、醸成場および製品置場を設けること。

（２）製造場には、取扱品目に応じて製こうじ設備、殺菌器および充てん機を設けること。
しよう

２６醤油製造業

（１）営業施設には、原材料置場、製造場および製品置場ならびに取扱品目に応じて醸成場を

設けること。

（２）製造場には、打栓機または密封設備ならびに取扱品目に応じて殺菌器、充てん機、製こ

うじ設備および圧搾機を設けること。

２７ソース類製造業

（１）営業施設には、原材料置場、製造場および製品置場ならびに取扱品目に応じて下処理場

および熟成場を設けること。

（２）営業施設には、取扱品目に応じて冷蔵設備を設けること。

（３）製造場には、取扱品目に応じて充てん機、打栓機または密封設備、混合機および殺菌器

を設けること。

２８酒類製造業

（１）営業施設には、原材料置場、製造場、醸成場および製品置場を設けること。

（２）製造場には、充てん機および打栓機または密封設備ならびに取扱品目に応じて製こうじ

設備、圧搾機、ろ過器および殺菌器を設けること。

２９豆腐製造業

（１）営業施設には、原材料置場および製造場ならびに取扱品目に応じて製品置場を設けるこ

と。

（２）製造場には、磨砕機、煮沸がま、圧搾器および冷却用水槽ならびに取扱品目に応じて包

装設備を設けること。

（３）製品置場には、冷蔵設備を設けること。

（４）包装豆腐を製造する場合にあっては、製造場に充てん機、密封設備および殺菌器を設け

ること。
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３０納豆製造業

（１）営業施設には、原材料置場、製造場および製品置場を設けること。

（２）製造場には、発酵設備ならびに取扱品目に応じて包装設備および乾燥設備を設けること。

（３）製品置場には、取扱品目に応じて冷蔵設備を設けること。

３１めん類製造業

（１）営業施設にはく原材料置場、製造場および製品置場を設けること。

（２）製造場には、取扱品目に応じて混合機、製めん機、ゆで槽、冷却用水槽、乾燥設備およ

び包装設備を設けること。

（３）製品置場には、取扱品目に応じて冷蔵設備を設けること。

３２そうざい製造業

（１）営業施設には、原材料置場、製造場および製品置場ならびに取扱品目に応じて下処理場

を設けること。

（２）原材料置場および製品置場には、取扱品目に応じて冷蔵設備を設けること。

（３）製造場には、取扱品目に応じて放冷設備および包装設備を設けること。

（４）製造場には、取扱品目に応じて殺菌器を設けること。ただし、容器包装詰加圧加熱殺菌

食品を製造する場合は、自記温度計を備えた殺菌器を設けること。

３３缶詰または瓶詰食品製造業

（１）営業施設には、原材料置場、製造場および製品置場ならびに取扱品目に応じて下処理場

を設けること。

（２）原材料置場には、取扱品目に応じて冷蔵設備を設けること。

（３）営業施設には、打栓機または密封設備ならびに取扱品目に応じて充てん機、自記温度計

を備えた殺菌器および冷却設備を設けること。

３４添加物製造業

（１）営業施設には、原材料置場、製造場および製品置場を設けることｂ

（２）営業施設には、原材料および製品を検査するために必要な設備を設けること。ただし、

検査機関に検査を依頼する場合は、この限りでない。

（３）製造場には、計量設備ならびに取扱品目に応じてかくはん装置および包装設備を設ける

こと。

（４）原材料置場および製品置場には、取扱品目ごとに区分して保管することができる設備を

設けること。

別表第２の次に次の３表を加える。

別表第３（第４条関係）

第１共通基準

１営業施設は、そのための専用施設とし、かつ、運転席その他営業施設以外の場所と適当な

方法で区画すること。

部
を
改
正
す
る
条
例
案
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議
第
市
号
滋
賀
県
食
品
衛
生
基
準
条
例
の

２営業施設は、営業を行わない場合には閉鎖することができる構造であって、かつ、ほこり

等により汚染されない構造であること。

３営業施設は、食品取扱量に応じ、必要な広さを有すること。

４営業施設の天井は、清掃しやすく、かつ、ほこりが落下しない構造であること。

５営業施設の内壁および床は、耐水`性材料のものであって、かつ、清掃しやすい構造である

こと。

６営業施設には、明るさを十分に確保することができる設備を設けること。

７営業施設には、流水式で手指の消毒剤を備えた手洗い専用の設備を設けること。

８営業施設には、十分な容量およびふたを有し、かつ、汚液および汚臭の漏れない構造の廃

棄物の容器で、容易に洗浄することができるものを備えること。

９営業施設には、食品および器具を衛生的に保管することができる設備を設けること。

１０営業施設には、食品を保存するのに十分な大きさで、かつ、食品を摂氏１０度以下に保存す

ることができる冷蔵設備で、外部から温度が測定することができるものを備えること。ただ

し、冷蔵を必要としない食品のみを取り扱う場合は、この限りでない。

１１営業施設には、１８リットル（飲食店営業、喫茶店営業および菓子製造業にあっては、５０リ

ットル）以上の容量およびふたを有し、かつ、さびにくい材料の給水槽で、容易に洗浄する

ことができるものを備えること。

１２営業施設には、使用水量に応じ、必要な容量の排水槽を備えること。

第２業種別基準

１飲食店営業（調理の方法が軽易な食品で規則で定めるものを取り扱う営業に限る。）

営業施設には、流しが２槽以上の流水式の洗浄設備を設けること。ただし、器具を自動的

に洗浄する設備を設ける場合、または簡易な調理のみを行う場合で衛生上支障がないと認め

られるときは、ｌ槽の流しを有するものとすることができる。

２喫茶店営業、菓子製造業（製造および加工の方法が軽易な食品で規則で定めるものを取り

扱う営業に限る。）およびアイスクリーム類製造業（ソフトクリームサーバー機を用いて製

造するものに限る。）

営業施設には、流水式の洗浄設備を設けること。

０乳類販売業、食肉販売業（容器包装により包装された食肉の販売のみを行うものに限る。）

および魚介類販売業（魚介類の販売のみを行うものに限る。）

第１の10の項の冷蔵設備はい外部から食品を確認することができるものであること。

別表第４（第４条関係）

１自動販売機は、屋内に位置すること。ただし、屋根、防水シート等で雨水を防止できる場

合は、この限りでない。

２自動販売機は、清潔な場所に位置すること。ただし、衛生上必要な措置が講じられている

場合は、この限りでない。

部
を
改
正
す
る
条
例
案
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３自動販売機には、取扱品目に応じて飲用に適する水を＋分に供給することができる設備を

設けること。

４自動販売機の設置の場所には、十分な容量およびふたを有し、かつ、汚液および汚臭の漏

れない構造の廃棄物の容器で、容易に洗浄することができるものを備えること。

別表第５（第４条関係）

第１共通基準

１営業施設は、そのための専用施設とし、営業施設以外の場所と適当な方法で区画すること。

２営業施設は、清潔な場所に位置すること。

３営業施設は、食品取扱量に応じ、必要な広さを有すること。

４屋外に設置する営業施設には、屋根を設けるほか、背面および側面には、覆いを設けるこ

と。

５営業施設には、必要に応じ、明るさを十分に確保することができる設備を設けること。

６営業施設の周辺には、流水式の手洗い専用の設備があり、かつ、営業施設には、手指の消

毒剤を備えること。

７営業施設には、十分な容量およびふたを有し、かつ、汚液および汚臭の漏れない構造の廃

棄物の容器で、容易に洗浄することができるものを備えること。

８営業施設には、食品および器具を衛生的に保管することができる設備を設けること。

９営業施設には、食品を保存するのに十分な大きさで、かつ、食品を摂氏10度以下に保存す

ることができる冷蔵設備を設けること。ただし、冷蔵を必要としない食品のみを取り扱う場

合は、この限りでない。

１０営業施設には、１８リットル以上の容量およびふたを有し、かつ、さびにくい材料の給水槽

で、容易に洗浄することができるものを備えること。ただし、営業施設内に飲用に適する水

を豊富に供給することができる設備が設けられている場合は、この限りでない。

11営業施設には、使用水量に応じ、必要な容量の排水槽を備えること。ただし、排水溝が営

業施設に接している場合であって、排水を当該排水溝により衛生的に処理することができる

場合は、この限りでない。

第２業種別基準

ｌ飲食店営業（調理の方法が軽易な食品で規則で定めるものを取り扱う営業に限る。）、喫

茶店営業、菓子製造業（製造および加工の方法が軽易な食品で規則で定めるものを取り扱う

営業に限る。）およびアイスクリーム類製造業（ソフトクリームサーバー機を用いて製造す

るものに限る。）

営業施設には、流水式の洗浄設備を設けること。

２乳類販売業、食肉販売業（容器包装により包装された食肉の販売のみを行うものに限る。）

および魚介類販売業（魚介類の販売のみを行うものに限る。）

第１の９の項の冷蔵設備は、外部から食品を確認することができるものであること。

議
第
布
号

滋
賀
県
食
品
衛
生
基
準
条
例
の

部
を
改
正
す
る
条
例
案
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議
第
布
号
滋
賀
県
食
品
衛
生
基
準
条
例
の

付則

この条例は、平成21年１０月１日から施行する。ただし、第２条、第４条および別表第２の改正

規定ならびに同表の次に３表を加える改正規定は、同年４月１日から施行する。

部
を
改
正
す
る
条
例
案



１１３

議第76号 議
第
乃
号
滋
賀
県
高
等
技
術
専
門
校
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

滋賀県高等技術専門校の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成21年２月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県高等技術専門校の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県高等技術専門校の設置および管理に関する条例（平成３年滋賀県条例第18号）の一部を

次のように改正する。

題名を次のように改める。

滋賀県立高等技術専門校の設置および管理に関する条例

第１条第１項中「滋賀県立の高等技術専門校」を「滋賀県立高等技術専門校」に改め、同条第

２項を次のように改める。

２専門校に、次に掲げる校舎を置く。

部
を
改
正
す
る
条
例
案

．付則

lこの条例は、平成21年４月１日から施行する。

２平成21年３月３１日に滋賀県立草津高等技術専門校または滋賀県立近江高等技術専門校に在校

する者で、同日中に当該高等技術専門校の訓練課程を修了しないものは、同年４月１日に滋賀

県立高等技術専門校の訓練生となるものとする。

名称 位置

滋賀県立高等技術専門校米原校舎 米原市岩脇

滋賀県立高等技術専門校草津校舎 草津市青地町



1１４

議第77号

議
第
而
号
滋
賀
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の

滋賀県病院事業の設置等に関する条例の－部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成21年２月１６日

滋賀県知事 嘉田由紀子

滋賀県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県病院事業の設置等に関する条例（昭和51年滋賀県条例第18号）の一部を次のように改正

する。

第３条第２項中「、診療科目」を削り、「する」を「し、診療科目は、病院事業の管理者が別

に定める」に改める。

部
を
改
正
す
る
条
例
案

「「

に改める。別表第１中 を

」」

病床数

541床

100床

loo床

診療科目 病床数

内科、神経内

科、呼吸器科、

消化器科、循

環器科、外科、

整形外科、脳

神経外科、呼

吸器外科、心

臓血管外科、

皮膚科、泌尿

器科、婦人科、

眼科、耳鼻い

んこう科、リ

ハピリテーシ

ヨ ン科、放射

線科､晴ｉｌ昇科、

歯科口腔外科

541床

小児科、精神

科、整形外科、

小児外科、眼

科、耳鼻いん

こう科、リ ノ、

ピリテーショ

ン科、放射線

科、麻酔科

100床

精神科、神経

内科、内科
１００床



１１５
議
第
而
号
滋
賀
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

部
を
．
改
正
す
る
条
例
案
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議第78号

議
第
門
号
滋
賀
県
市
町
立
学
校
の
県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
に
関
す
る
条
例
の

滋賀県市町立学校の県費負担教職員の定数に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成21年２月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県市町立学校の県費負担教職員の定数に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県市町立学校の県費負担教職員の定数に関する条例（昭和32年滋賀県条例第16号）の一部

を次のように改正する。

第２条第１項の表を次のように改める。

部
を
改
正
す
る
条
例
案

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

区分 小学校 中学校

校長および教員 4,666人 2,665人

養護教員 252人 １００人

栄養教諭および学校栄養職員 67人 12人

事務職員 252人 113人

計 5,237人 2,890人

合計 8,127人
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議第79号

議
第
刃
号
滋
賀
県
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の

滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の－部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成21年２月１６日

滋賀県知事嘉 田由紀子

滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和31年滋賀県条例第48号）の一部を次のよう

に改正する。

第９条第１項第１号および第２号中「学科」を「課程」に改める。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

部
を
改
正
す
る
条
例
案
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議第80号

議
第
帥
号
滋
賀
県
地
方
警
察
職
員
の
定
員
に
関
す
る
条
例
の

滋賀県地方警察職員の定員に関する条例の－部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成21年２月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県地方警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県地方警察職員の定員に関する条例（昭和29年滋賀県条例第35号）の一部を次のように改

正する。

第１条第１項の表警察官の項中「94人」を「95人」に、「1,259人」を「1,266人」に、「661

人」を「６６３人」に、「２，２０７人」を「２，２１７人」に改め、同表警察官以外の警察職員の項中

「302人」を「２９９人」に改め、同表合計の項中「2,509人」を「２，５１６人」に改め、同条第２

項中「2,207人」を「２，２１７人」に改める。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

部
を
改
正
す
る
条
例
案



1１９
議
第
Ⅲ
号
契
約
の
締
結
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

議第81号

契約の締結につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成21年２月16日

滋賀県知事嘉田由紀子

契約の締結につき議決を求めることについて

次のように請負契約を締結することにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項

第５号および滋賀県議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（昭和

39年滋賀県条例第11号）第２条の規定に基づき、議決を求める。

１契約の目的琵琶湖流域下水道東北部長浜第二幹線松原機工区管渠工事

２契約金額651,000,000円

３契約の相手方滋賀県大津市浜大津一丁目２番18号

奥村・橋本建設工事共同企業体

代表者株式会社奥村組滋賀営業所

所長樋口修治
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議
第
Ｍ
号
契
約
の
締
結
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

議第82号

契約の締結につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成21年２月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

契約の締結につき議決を求めることについて

次のように請負契約を締結することにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項

第５号および滋賀県議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（昭和

39年滋賀県条例第11号）第２条の規定に基づき、議決を求める。

１契約の目的国道365号補助道路改築工事

２契約金額3,615,150,000円

３契約の相手方大阪市中央区南船場一丁目14番10号

大成・淺沼・三東建設工事共同企業体

代表者大成建設株式会社関西支店

専務役員支店長寺下均．



１２１
議
第
朗
号
契
約
の
締
結
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

議第83号

契約の締結につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成21年２月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

契約の締結につき議決を求めることについて

次のように請負契約を締結することにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項

第５号および滋賀県議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（昭和

39年滋賀県条例第１１号）第２条の規定に基づき、議決を求める。

１契約の目的川辺（栗東）県営住宅第３期建替工事

２契約金額588,000,000円

３契約の相手方滋賀県甲賀市甲賀町田堵野890番地の１

三陽・テクノミツボシ・福本設備建設工事共同企業体

代表者三陽建設株式会社

代表取締役大石彰
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議
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号
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の
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決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

■
■

議第84号

財産の譲渡につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成21年２月16日

滋賀県知事嘉田由紀子

財産の譲渡につき議決を求めることについて

次のように財産を譲渡することにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第６

号の規定に基づき、議決を求める。

財産の種類、数量および譲渡予定価格

１財産の種類建物

２譲渡面積延床面積304.91平方メートル

３譲渡予定価格無償

４譲渡の目的日野町公共施設

(参考）

財産の所在地

契約の相手方

滋賀県蒲生郡日野町松尾一丁目20番地

滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目１番地

日野町長藤澤直広
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議第85号

議
第
朗
号
権
利
放
棄
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

権利放棄につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成21年２月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

権利放棄につき議決を求めることについて

滋賀県中小企業高度化資金貸付金の償還およびこれに附帯する債務を免除することにつき、地

方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第10号の規定に基づき、議決を求める。

納入義務者および金額

番号 納入義務者 金額 備考

１ 99,149,407円に支払期日の

翌日から償還の日までの日数

に応じ、その延滞した金額に

対して年10.75パーセントの

害Ｉ合を乗じて得た額を加算し

た額

近江八幡製靴協業組合が昭

和52年10月２１日以降に延滞し

た滋賀県中小企業高度化資金

貸付金の元金およびこれに対

する違約金に係る連帯保証債

務



、

１２４

議
第
朋
号
権
利
放
棄
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

議第86号

権利放棄につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成21年２月16日

滋賀県知事

一塁邦 田由紀子

権利放棄につき議決を求めることについて

滋賀県営住宅の滞納家賃に係る請求権を放棄することにつき、地方自治法（昭和22年法律第６７

号）第96条第１項第10号の規定に基づき、議決を求める。

納入義務者および金額

番号 団地名および住宅番号 氏名 金額 参考

１ 334,800

円

平成15年度から平成16年度までの

滞納家賃

２ 480,600
平成12年度から平成13年度までの

滞納家賃

３ 275,300
平成14年度から平成15年度までの

滞納家賃



１２５
議
第
Ⅳ
号
権
利
放
棄
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

議第87号

権利放棄につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成21年２月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

と

権利放棄につき議決を求めることについて

過払給与の返納金および遅延利息に係る請求権を放棄することにつき、地方自治法（昭和22年

法律第67号）第96条第１項第10号の規定に基づき、議決を求める。

１返納義務者

２金 額1,747,599円

(参考）

平成15年度から平成19年度までの過払給与の返納金および遅延利息に係る請求権
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朋
号
損
害
賠
償
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求
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損
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賠
償
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の
支
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関
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訟
の
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決
を
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め
る
こ
と
に
つ
い
て

議第88号

損害賠償請求事件の損害賠償金の支払に関する求償訴訟の和解につき議決を求めることについ

て

上記の議案を提出する。

平成21年２月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

損害賠償請求事件の損害賠償金の支払に関する求償訴訟の和解につき議決を求めることに

ついて

滋賀県は、損害賠償請求事件（大津地方裁判所平成17年（ワ）第３５４号）の損害賠償金の支払

に関し提起した求償訴訟事件（大津地方裁判所平成19年（ワ）第９１９号）について、民事訴訟法

（平成８年法律第109号）第89条の規定に基づき、次のとおり和解を行うことにつき、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第12号の規定に基づき、議決を求める。

１和解の相手方となる被告

平成19年10月12日議決を得た議第１２６号（損害賠償請求事件の損害賠償金の支払に関する求

償訴訟の提起につき議決を求めることについて）第１項の表の被告となるべき者の欄に掲げる

者のうち、３から６までの者。

２和解の要旨

（１）各被告は、別表ｌに定める負担額のうち、和解額の欄に掲げる額を負担することを認め、

当該額から既支払額を控除した差引支払額を別表２に定める支払計画に基づいて滋賀県に対

して支払う。

（２）各被告は、前号の支払を怠った場合は、当然に期限の利益を失うとともに、期限の利益を

喪失した日の翌日から支払済みに至るまでの未払残額に対する年10.75パーセントの割合に

よる遅延損害金を支払う。

（３）滋賀県は、各被告に対するその余の請求を放棄する。

（４）滋賀県と各被告は、本件に関し、和解条項に定める以外、何らの債権債務関係のないこと

を相互に確認する。

（５）訴訟費用は、各自の負担とする。
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別表ｌ和解額および支払額

別表２支払計画

(参考）

平成13年10月９日に滋賀県立北大津高等学校において発生した暴行事件に関し、被害者お

よびその両親は、原告として加害者７名および滋賀県を被告とする損害賠償請求を大津地方

裁判所へ提訴した結果、平成19年３月19日に連帯での損害賠償金支払の判決が言い渡された。

これを受けて滋賀県は、平成19年５月16日に原告に対して損害賠償金として167,837,582

円を支払った。

その後、加害者７名の暴行への関与に基づき責任割合と損害賠償負担額を算定した上、滋

賀県へ支払うことを求償したが、うち６名の者はこれに応じなかったため、平成19年11月２２

日に求償訴訟を提起した。

このうち、２名については訴訟を継続し、４名について和解を行おうとするものである。

被告 負担額 既支払額 求償額 和解額 差引支払額

３ 10,822,654
円

600,000

円

10,222,654

円

5，４１１，３２７

円

4,811,327

円

４ 10,822,654 60,000 10,762,654 5，４１１，３２７ 5，３５１，３２７

５ 10,822,654 5,000,000 5,822,654 5，４１１，３２７ 4１１，３２７

６ 10,822,654 3,200,000 7,622,654 5，４１１，３２７ 2，２１１，３２７

被告 支払計画

３

支払額4,811,327円

平成21年４月に2,811,327円、平成21年５月に２，０００，０００円を２回の分害Ｉ

で支払う。

４

支払額5,351,327円

平成21年４月から月４５，０００円を１１９回の分割で支払う。最終回は41,327円

とする。

５

支払額411,327円

平成21年４月から月20,000円を21回の分割で支払う。最終回は11,327円と

する ◎

６

支払額2,211,327円

平成21年４月から月50,000円を22回の分割で支払う。最終回は11,327円と

する ◎

但し、平成20年３月５日付け合意書に基づき同被告が平成21年３月までに

滋賀県に支払う1,150,000円を控除する。
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■
■

議第89号

国の行う土地改良事業に要する経費について関係町が負担すべき金額を定めることにつき議決

を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成21年２月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

国の行う土地改良事業に要する経費について関係町が負担すべき金額を定めることにつき

議決を求めることについて

土地改良法（昭和24年法律第195号）第90条第10項の規定に基づき、国の行う次の土地改良事

業に要する経費について、関係町が平成21年度において負担すべき金額を定めることにつき、議

決を求める。

事業名 関係町名 負担すべき金額

国営農業用水再編対策事業 木之本町

計

1５，２４７，１６９
円

15,247,169

ただし、関係町の事業費に増減があった場合においては、知事は、その増減の額に応じ

て負担すべき金額を変更することができる。
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議第90号

県道の路線の認定につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成21年２月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

県道の路線の認定につき議決を求めることについて

次の県道の路線を認定することにつき、道路法（昭和27年法律第180号）第７条第２項の規定

に基づき、議決を求める。

整理

番号
路線名

道路法第７
条第１項該
当号

起 ノ点

終 」
占
、、、

重要な経過地

344
湖東三山イン
夕 ニー 線

６
愛知郡愛荘町松尾寺

秦荘パーキングエリア
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議第91号

全国自治宝くじ事務協議会規約の一部を変更することを関係地方公共団体に協議することにつ

き議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成21年２月16日

滋賀県知事嘉田由紀子

全国自治宝くじ事務協議会規約の一部を変更することを関係地方公共団体に協議すること

につき議決を求めることについて

全国自治宝くじ事務協議会規約の一部を次のように変更し、平成21年４月１日から施行するこ

とを関係地方公共団体に協議することにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の６

の規定に基づき、議決を求める。

第３条第２号中「浜松市」の次に「、岡山市」を加える。

附則

この規約は、平成21年４月１日から施行する。
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議第92号

下水汚泥処理の事務を受託することにつき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成21年２月16日

滋賀県知事嘉 田由紀子

下水汚泥処理の事務を受託することにつき議決を求めることについて

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の14第１項の規定により、公共下水道事業から生

じる汚泥の処理に関する事務を、次の規約により大津市から受託することにつき、同条第３項に

おいて準用する同法第２５２条の２第３項の規定に基づき、議決を求める。

大津市と滋賀県との間における下水汚泥処理事務委託に関する規約

（委託事務の内容）

第１条大津市（以下「甲」という。）は、公共下水道事業から生じる汚泥の処理に関する事務

（以下「委託事務」という。）の管理および執行を地方自治法（昭和22年法律第67号）第２５２

条の14の規定により滋賀県（以下「乙」という。）に委託する。

（管理および執行の方法）

第２条委託事務の管理および執行は、乙の琵琶湖流域下水道事業に係る条例および規則その他

の規程の定めるところにより、乙が行う。

２委託事務は、琵琶湖流域下水道湖西浄化センターにおいて行う。

（経理上の措置）

第３条乙は、委託事務の管理および執行に係る収入および支出については、滋賀県流域下水道

事業特別会計において他の下水道に係る会計と区分して計上するものとする。

（委託料）

第４条甲は、委託料として、甲乙協議により委託事務に係る経費相当額を乙に支払うものとし、

その支払時期および支払方法は、甲乙協議のうえ別に定める。

（損害の賠償）

第５条甲の責めに帰すべき事由によって乙に損害を与えたときは、甲はその賠償の責めを負う

ものとし、乙の責めに帰すべき事由によって甲に損害を与えたときは、乙においてその賠償の

責めを負うものとする。



132

（疑義の決定）

第６条前各条に定めのない事項が生じた場合およびこの規約の解釈に疑義が生じた場合は、そ

の都度甲乙協議のうえ定めるものとする。

付則

この規約は、平成21年４月１日から施行する。

議
第
皿
号
下
水
汚
泥
処
理
の
事
務
を
受
託
す
る
こ
と
に
つ
き
議
決
を
求
め
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と
に
つ
い
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議第93号

議
第
兜
号
包
括
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部
監
査
契
約
の
締
結
に
つ
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決
を
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め
る
こ
と
に
つ
い
て

包括外部監査契約の締結につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成21年２月１６日

滋賀県知事 嘉田由紀子

包括外部監査契約の締結につき議決を求めることについて

包括外部監査契約を次のとおり締結することにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

252条の36第１項の規定に基づき、議決を求める。

ｌ契約の目的当該契約に基づく監査および監査の結果に関する報告

２契約の始期平成21年４月１日

３契約金額12,938,000円を上限とする額

４契約の相手方住所

氏名

資格公認会計士


